
まん延防止等重点措置等を実施すべき
区域における要請内容

【期間】令和３年８月２０日（金）から９月１２日（日）まで
【区域】愛媛県全域
【根拠】新型インフルエンザ等対策特別措置法

〇新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等
（1）対象区域

①重点措置を講じるべき区域(措置区域)：松山市
②措置区域以外：松山市を除く愛媛県全域

（2）重点措置等を実施する期間
令和３年８月２０日（金）から９月１２日（日）まで

（3）実施する重点措置等の内容
①県民への要請
②事業者への要請等
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【県民の皆さんへ】
措置区域（松山市） 措置区域以外

【特措法第２４条第９項】

●不要不急の外出自粛（夜間だけでなく日中も含めて）
ʾᵰ ψʺᾖ ʺᴪ Ϟ “ ϬρϜτΰοΜϥ ρʺ π
ʾ₤╛βϥ ϞⱲḧ Ϭ Ϊʺ ρχ Ϭᴦ σᾢϤ Ϊϥ
ʾḇ ├ˢЫІϼʺ︣◙ ʺϯϼзи ʺ ρ ρχẩ ʺḊṓ
σςˣΥ ήϦοΜσΜԐ ψ ΰσΜ

●県外との不要不急の往来自粛
ʾừẍⱧ ᾠ ӽʾḇ ᶈ ӽ ψϜρϢϤʺᾉᵰρχ ẍχ
ᴁ ˢ “σςˣꜛ
ʾϞϚϬ γᴁ βϥ ›ψʺ ꜛⱵ χḇ ệϬᶎ ΰʺᾝ
χ ӪⱧτ Ξσςḇ ᵕ “ Ϭ

●松山市との不要不急の往来自粛
ʾ ╦◕ϬϘθΩ ẍχᴁ ꜛ ˢ Ỡ ψ Ψˣ
ʾ ╦◕ πϜʺ ΤϣḺϬ›ϩδοΜσΜ ρχᵓ ψΏΠϥˢᵓ βϥ∑ϜЫІϼϬ ΰΨ ˣ
ʾϞϚϬ γʺ ╦◕Τϣᾉ χϕΤχ ӽϒᴁ βϥ ›ψʺẆΰϐϤχ ρ Ϙϥ ˢ τᵓ ˣ
ψΏΠϥ

【特措法第３１条の６第２項】
●営業時間の短縮要請に応じていない
飲食店は利用しない

【特措法第３１条の６第２項】

●措置区域の営業時間の短縮要請に応じ

ていない飲食店は利用しない

特に松山市は
少なくとも

５割削減を目標に

（具体的な例）
・家族と行っていた買い物は
一人で行く

・週４回の買い物を２回以下に
減らす

・サークルなど趣味の集まりも
９月１２日までは延期する
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【県民の皆さんへ】

措置区域（松山市） 措置区域以外

【特措法第２４条第９項】

●会食の注意
ʾ ḺϬ›ϩδʺḇ зІϼχ‰Μ“ χσΜ ρ
ʾ͐ ӟᴞπʺᵵφ͎Ⱳḧӟ
ʾ ΰπϜ τӰ ΥΚϦω ΰσΜʺήδσΜ
ʾḇ ├Υ ήϦοΜϥ Ϭ
ʾ χḧᶖϬ ἋΪο
ʾ Ϭ ήσΜʻ֕ ϬᵰήσΜ
ʾᴨẈϙ ʺẆΰϐϤτᵓΞ Ϟ ρχᵓ ψΏΠϥ
ʾꜛ Ԑ ӟᵰπχᵓ Ϝ τ Ӫ

●路上・公園等における集団での飲食の自粛

●感染回避行動の徹底
ʾ τӰ Ϭḇαθϣʺᵰ Ϟ ρχ Ϭ ΪʺӺ ṐḩτⱧ τ χΞΠ
ʾᴪ τ χΚϥ Υ Μϥ ›ψʺ γ ṍχ Ϭ β
ʾṁ σḇ ├χ ˦ЫІϼψ τ ˢ ΰЫІϼσς ḁ σ ψ῟ᴮσΰˣʺ
︣◙ ψớϛο ῟˧

●感染リスクが高まる「５つの場面」に十分注意

■会食の際に確認すべきポイント■
①店側の感染対策ができていることを確認
《飲食店を選ぶ際のポイント》
座席の間隔の確保又はアクリル板等の設
置、従業員のマスク着用、消毒液の設置、
換気の徹底

②参加者の２週間以内の行動歴を確認
「深夜に及ぶ繁華街での飲食をはじめ５つの
場面に該当する感染リスクの高い行動」が
ないこと

③当日の体調不良者がいないことを確認

■「５つの場面」■
①飲酒を伴う懇親会等 ②大人数や長時間におよぶ飲食
③マスクなしでの会話 ④狭い空間での共同生活
⑤居場所の切り替わり
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【事業者の皆さんへ（飲食店等）】
措置区域（松山市） 措置区域以外

【特措法第３１条の６第１項】
●飲食店の営業時間の短縮要請（施設の使用制限）

及び酒類提供の自粛要請
《対象》食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

（屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗。宅配・テイク
アウトを除く）

《内容》○営業時間：５時から２０時まで
○酒類の提供を行わないこと（日中も含め終日）
β利用客による酒類の店内持ち込みを含む。

●カラオケ設備の利用自粛
《対象》飲食を主として業としている店舗でカラオケ設備が

ある店（カラオケボックスは除く）

【特措法第３１条の６第１項】

●感染対策の実行
＜以下の措置を講じること＞
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
（アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など）

・手指の消毒設備の設置と、利用者等への手指消毒の呼びかけ
・従業員への検査勧奨 ・入場者が密にならないような整理誘導
・発熱等有症状者の入場を避けるための措置 ・事業所の消毒
・入場者へマスクの着用等の徹底の呼びかけ
・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止
（すでに入場している者の退場も含む）

【特措法第２４条
第９項】

●左記と同様の

措置を講じる

こと
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令和３年８月１６日(月)午前０時～
８月１９日(木)２４時

令和３年８月２０日(金)午前０時～
９月１２日(日)２４時

Ỹ
(₢Ấ)

Ϙϭט ♁
( 24 9 )

Ϙϭט ♁ ṍḧ
(特措法31条の6第1項)

ṕ

Ṗ

市内の食品衛生法の飲食店営業許可を受け
ている飲食店ṕ

Ṗ

ệṌỄỂ
ểểṌểị

ệṌỄể
ểểṌỄỂ

営業５～２０時まで
酒類の提供を行わないこと（日中も含め終日）
β利用客による酒類の店内持ち込みを含む。

Ẹ Ỳ

[ Ṛ

Ṅ ể

Ễ ệ Ṍỉ ệ Ṋ

ể ú0.3

[ Ṛ

Ṅ ể

３～１０万円／日

ể ú0.4

[ Ṛ

ể ṕ 20 Ṋ Ṗ

営業時間短縮の要請及び協力金の概要
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【事業者の皆さんへ（松山市内飲食店）】



【事業者の皆さんへ（飲食店以外の大規模な集客施設）】
措置区域（松山市） 措置区域以外

【特措法第３１条の６第１項】

●感染防止対策の実行
＜以下の措置を講じること＞
・入場者が密集しないよう整理・誘導
・入場者の人数管理・人数制限
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
（アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など）

・手指の消毒設備の設置と、利用者等への手指消毒の呼びかけ
・従業員への検査勧奨
・発熱等有症状者の入場を避けるための措置
・事業所の消毒
・入場者へマスクの着用等の徹底の呼びかけ
・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止
（すでに入場している者の退場も含む）

（対象施設）
運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、
公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館、ホテル又は旅館
物品販売・サービス業を営む店舗

【特措法第２４条
第９項】

●左記と同様の措

置を講じること

【特措法第２４条第９項】

●感染リスクが高い場面とされた百貨店の地下の食品売り場やフードコート等につい

て、入場者が密集しないよう整理・誘導、人数管理・人数制限を行うこと
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【事業者の皆さんへ（全般）】
措置区域（松山市） 措置区域以外

【特措法第２４条第９項】

●不要不急の外出自粛（夜間だけでなく日中も含めて）

●県外との不要不急の往来や出張自粛

●松山市との不要不急の往来自粛（通勤等は除く）

●会食の注意

●徹底した感染防止対策の実行

・テレワーク、時差出勤、休暇取得、ローテーション勤務のより一層の活用促進により、

出勤者数の７割削減目標

ʾ χִי עʾẈἾעιΪπσΨʺ Ӷע Ϝḯϛθ χḇ ᶈ ♁ ├χ

ˢάϘϛσ︣◙ ʺẶ χ ʺḊṓχ ˣ

ʾ χᾁᴛρ σςʺ ỘԌχ ᶎ χ ʻẈᴭ︡ χ

ʾ τ χΚϥ Υ Μϥ ›ψʺ γ ṍχ Ϭ β

ʾ ╦◕Ϟᾉᵰϒχ ψʺϳϴУχᶨ Ϟטṍσςπ

ʾ ỘԌ τ ΰʺְỘⱲḧχ τᴂαοΜσΜԐ ψ ΰσΜϢΞẐϛϥ

ʾ ẍχᵰ χ Ϟ₤╛τνσΥϥ℗ ʺ Ј˔и ψʺᾋ ϤϞטṍϬᾁ

●業種別ガイドラインの実践
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【事業者の皆さんへ（催物、イベント関係）】

措置区域（松山市） 措置区域以外

【特措法第２４条第９項】
●催物・イベント等の開催制限

ẑể

ẑỄ ể ṕệ Ṗ
50Ṿ

主催者は、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ「COCOA」や

「えひめコロナお知らせネット」の活用、または名簿作成等の追跡対策を徹底

期間 収容率 人数上限

８月２０日
～

９月１２日

大声での歓声・声援等がないこ
とを前提としうるもの

大声での歓声・声援等が想定
されるもの

5,000人以下

・クラシック音楽コンサート、演劇等、
舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・
式典、展示会等

・飲食を伴うが発声がないもの（β１）

ロック、ポップコンサート、スポーツ
イベント、公営競技、公演、ライブハ
ウス・ナイトクラブでのイベント等

１００％以内
（席がない場合は適切な間隔）

５０％（β２）以内
（席がない場合は十分な間隔）
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措置区域（松山市） 措置区域以外

【県主催の集客イベントの取扱い】
●感染防止対策を一層徹底し、開催方法を見直し

【県管理施設の取扱い】
●松山市及び周辺地域の集客施設

・とべ動物園・こどもの城等は閉館

・県管理公園のキャンプ場（姫原園地キャンプ場（松山市中島）、

えひめ森林公園キャンプ場（伊予市））は閉鎖

・図書館は貸出・閲覧に限定

●その他の集客施設は、入場制限や施設内の一部閉鎖の継続
˻ḇ ♁ ├˼
ʾ☼ χṛ Ϟ Ὧτᴂαθḇ ♁ ├χ
ʾᾉᵰΤϣχ יּ τ ΰοψʺ☼ ϬΏΠϥϢΞẸ Ӣ
ˢ χἿꜘʺ☼ Ш˔ЭЧ˔ЅχἿ∏τϢϥ ˣ
ʾ יּ χ Ḛ Ϟ יּ χ ᾢ χ
ʾ☼ τΣΪϥʺ σḇ ♁ ├Υ₉ σ χ ₵

●貸館利用は、新たな予約の受付を停止
※既に予約済みの会合等についても、主催者に対して中止・延期・縮小等の
検討を依頼

【まん延防止等重点措置等とあわせた県の対応】
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【まん延防止等重点措置等とあわせた県の対応】

措置区域（松山市） 措置区域以外

【学校関係】
●身体接触を伴う活動等は行わない
●校外との交流活動については、県内・県外ともに進路に関わるもの等、
やむを得ないものを除き、当面見送り

●学校行事は、時間短縮など可能な限りの感染回避対策を講じるほか、
参加者は校内の者に限定

●教員による見守り活動を強化
《部活動》
●他校との練習試合や合同練習は行わない
●公式大会は、無観客での実施を主催者に要請
●全国大会等への県代表としての参加は例外的に認める

【その他】
●県内宿泊旅行代金割引の新規販売停止
●GoToイート食事券の新規販売停止

【市町に依頼】
○地域住民、事業者等への注意喚起と感染対策の徹底
○集客施設等における入込状況の確認

【県警に依頼】
○時短営業や人出の減少などに乗じた犯罪抑止に向けたパトロールの強化
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